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平成１８年１２月１８日
東 北 地 方 整 備 局

東北電力㈱ 水ヶ瀞ダムの立入検査を実施しました
み ず と ろ

～ただちにダムの安全性を損なうような徴候は認められず～

水ヶ瀞ダムの揚圧力、漏水量及び堆砂状況について、計測した値と
異なる値を東北電力㈱が東北地方整備局に提出していたことから、12
月15日～16日河川法第78条第１項に基づき立入検査を実施しました。

検査時の状態において、把握できる範囲では、ただちにダムの安全
性を損なうような徴候は認められませんでした。

なお、東北電力㈱に対しデータ相違等の経緯と安全性評価に関する
報告を求めており（提出期限：１２月２６日 、その内容を検討した）
上で、安全性を確認することとしています。

○立入検査の概要
別添のとおり

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者クラブ、東北専門記者会
※本省でも同時発表しております
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別添

最上川水系寒河江川における水利使用許可（水ヶ瀞ダム）に係る
立入検査の概要

１．立入検査の日時：平成１８年１２月１５日（金） １５：００ ～ １８：００
１２月１６日（土） ９：００ ～ １３：００

２．立入検査担当官
東北地方整備局 河川部 地域河川調整官

山形河川国道事務所 河川管理課長

３．検査内容
重力式コンクリートダムの安全管理上、最も重要な揚圧力・漏水等のほか、

ダム貯水池の堆砂について、目視、計測等の検査を行った。


